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平成30年２⽉16⽇

静岡県熱海⼟⽊事務所

「⽔防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく

熱海・伊東地域の減災に係る取組⽅針

説明資料

静岡県２ 本協議会の構成員
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構成機関 構成員

熱海市 市長

伊東市 市長

気象庁 静岡地方気象台 台長

国土交通省 中部地方整備局 河川部地域河川課 課長

静岡県 危機管理部 理事（防災対策担当）

静岡県 東部危機管理局 局長

静岡県 交通基盤部 河川砂防局 局長

静岡県 熱海土木事務所 所長

 本協議会は下記に⽰す８の構成機関からなる。
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静岡県１ はじめに（協議会設⽴の背景）

• 平成27年9⽉関東・東北豪⾬では、⻤怒川の堤防が決壊し、氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ⻑期間の浸
⽔被害、住⺠の避難の遅れによる多数の孤⽴者が発⽣。 （社会資本整備審議会「⼤規模氾濫に対する減災のための治⽔対策のあり⽅について〜社会意
識の変⾰による「⽔防災意識社会」の再構築に向けて〜」（答申）, 平成27年12⽉）

• 平成28年8⽉、相次いで発⽣した台⾵による豪⾬により、北海道、東北地⽅では中⼩河川で氾濫被害が発⽣し、特に岩
⼿県が管理する⼩本川では要配慮者利⽤施設において⼊所者が逃げ遅れて犠牲になるなど、痛ましい被害が発⽣ （社会
資本整備審議会「中⼩河川等における⽔防災意識社会の再構築のあり⽅について」（答申）, 平成29年1⽉）

【背景】

「施設では守り切れない大洪水は必ず発生するもの」へ意識を変革し、
社会全体で洪水に備える「水防災意識社会」を再構築
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３ 熱海・伊東地域の概要と主な課題
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静岡県（1）熱海・伊東地域の地形・社会経済等の状況
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熱海・伊東地域は、県東部の伊⾖
半島東海岸北部に位置する熱海市、
伊東市の計2市からなる。
⾯積は１８６㎞2で(本県の約２％、

⼈ ⼝ は 、 約 11.1 万 ⼈ で 本 県の 約
2.9%を占めている。

当地域は、湯河原⽕⼭、多賀⽕⼭、
宇佐美⽕⼭などの⽕⼭性丘陵地及び
⼭地の急斜⾯が相模灘にのぞみ、河
川の⾕底低地から⼭腹の急傾斜地に
かけて市街地や集落が形成されている。

なお、県が管理する20河川すべてが
⼆級河川となっている。
他地域では、直轄による管理など管理
者が異なる場合がある。

⽔ 系 数：16⽔系
河 川 数：20河川
管理延⻑：約46.2km

熱海・伊東地域の
県管理河川

地域の県管理河川

菊川⽔系

⼤井川⽔系

千歳川

逢初川

糸川
初川

熱海市

熱海和田川

上多賀大川

熱海宮川

熱海仲川

鍛治川

水神川

伊東市

烏川

伊東仲川

伊東宮川

北川

小沢川

寺田川

伊東大川

泉川

本郷川

出典：静岡県GIS 市街地ﾌﾞﾛｯｸ

熱海市

草﨑川

静岡県（2）主な過去の被害状況
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昭和３３年 狩野川(２２号）台⾵による被害 平成１６年１０⽉９⽇台⾵２２号による豪⾬

【伊東市】流⽊等が溜まり、川
が塞き⽌められた烏川
⼤⼭橋

【伊東市】流⽊等が溜まり、川が
塞き⽌められた伊東仲川
杉本橋

【伊東市】伊東⼤川（⼤川橋、通学橋の状況）

【伊東市】伊東宮川（河⼝付近の様⼦）

昭和33年9⽉26⽇の狩野川台⾵では、伊⾖半島⼀帯で死者・⾏⽅不
明1,000⼈以上の被害が発⽣した。
伊東で最⼤⽇⾬量26⽇318mmに達し、伊東⼤川・寺⽥川・⼩沢川が氾

濫、各所で堤防が決壊し、市街地浸⽔最⾼⽔位は4ｍを超しました。伊東市
では、死者42⼈、負傷者732⼈、⾏⽅不明16⼈、全壊125⼾、半壊140
⼾、流失76⼾、床上浸⽔1937⼾、床下浸⽔2,204⼾、⽥畑流埋57haの
被害を⽣じた。
また、網代では、最⼤⽇⾬量215.1mm、最⼤1時間⾬量64.6mmに達

し、熱海市の被害は、死者4⼈、負傷者3⼈、⾏⽅不明1⼈、全壊15⼾、半
壊39⼾、流失4⼾、床上浸⽔63⼾、床下浸⽔235⼾、⽥畑流埋1haなど
であった。

平成16年10⽉9⽇16時頃に、台⾵22号が伊⾖⻄海岸に上陸、北東に進み、伊東市宇佐
美付近を通過後、相模湾に抜け、総⾬量は、386mm（時間最⼤55mm）を記録した。
伊東市にて、死者1⼈、負傷者77⼈、全壊98棟、半壊182棟、床上浸⽔18棟、床下浸⽔

52棟など甚⼤な被害をもたらした。
特徴として、橋梁などに流⽊等が溜まり、川が塞き⽌められて被災を受けた。

出典：伊東市

出典：奥野ダムHP
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静岡県（2）過去に⼀定規模で実施した河川整備
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千歳川

逢初川

糸川

初川

熱海和田川

上多賀大川

熱海宮川

熱海仲川

鍛治川

水神川

烏川

伊東仲川

伊東宮川

北川

小沢川

寺田川 本郷川

泉川
伊東大川

熱海市

草崎川

伊東市

完成年 1990年（平成２年）

総貯水容量 5,100千㎥

洪水調節容量 3,500千㎥

効果

計画基準点岡橋で基
本高水流量550㎡/s
のうち、280㎡/sの洪
水調節を行う

奥野ダム

市街地において概ね1/30程度の
洪水を河道満流で流すことができる

出典：静岡県GIS

静岡県（3）豪⾬災害時の特性や課題
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扇状地・市街地ﾌﾞﾛｯｸ

千歳川

逢初川

糸川

初川

熱海和田川

上多賀大川

熱海宮川

熱海仲川

鍛治川

水神川

烏川

伊東仲川

伊東宮川

北川

小沢川

寺田川 本郷川

泉川

伊東大川

草崎川

伊東市

熱海市

○地域の⼭地部では、急流部が多い
⇒河岸侵⾷や洗掘等への備えと、災害時の孤⽴集

落等への対応が必要

○市街地では、集中豪⾬対策や、過去の、被害事
例において流⽊等による河川閉塞による甚⼤な
被害への懸念

⇒河川内堆積⼟砂撤去や、樹⽊伐採等による流
下能⼒の保全が必要

○頻発する⽔害を念頭に、今後、発⽣が想定される
豪⾬災害に対して住⺠の意識向上が必要

⇒県は想定最⼤規模の浸⽔想定区域図等の公表
が必要

⇒基礎⾃治体は浸⽔想定区域図に基づくハザード
マップ等の周知が必要

○本地域では、⽔位周知河川に指定されていない
河川の沿川に⽔害リスクの⾼い河川が存在する

⇒⾃治体の⽔害時の避難勧告等の判断を⽀援す
るため、⽔位周知河川の指定の拡⼤等の検討が
必要

○⼈⼝・資産の集中する扇状地・市街地部に要配
慮者利⽤施設の多くが存在する。

⇒氾濫発⽣時に確実な避難⾏動が図られる体制の
構築が必要

熱海・伊東地域における
豪⾬災害時の特性や課題

市街地ﾌﾞﾛｯｸ
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４ 現状の取組状況と課題
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静岡県

●洪⽔時の防災情報の持つ意味や防災情報を受けた時の対応について、⾏政や住⺠が⼗分理解しておく必要がある。(g)
●メール配信による情報提供を⾏っているが、⼀部の利⽤にとどまっている。(ｎ）
● 最⼤クラスの洪⽔を対象とした洪⽔浸⽔想定区域図、ハザードマップが未策定である。(h)
● 計画規模を超える⼤規模氾濫による避難者数の増加や避難場所、避難経路が浸⽔する場合に住⺠避難が適切に⾏えな

いことが懸念される。(l)
10

■県では、洪⽔浸⽔想定区域図を策定し、県のホームページで公表している。
■各市では、避難場所や避難経路、洪⽔による浸⽔想定区域、⼟砂災害危険区域を記載した
ハザードマップを作成し、住⺠に配布すると共にホームページで周知している。

①情報伝達、避難計画等に関する事項

課題

想定される浸⽔リスク情報の周知

ハザードマップ（熱海市） ハザードマップ（伊東市） 防災・防犯情報一斉メール
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静岡県

● 避難勧告等発令の判断やタイミングが難しいため、⾸⻑の意思決定を後押しする河川管理者の⽀援が必要である。（ｂ）
● 要配慮者の避難に課題がある。（要配慮者利⽤施設の避難確保計画の作成率及び避難訓練の実施率が低い）（ｃ）

※平成28年12⽉（内閣府・消防庁通知）により、
「避難準備情報」 → 「避難準備・⾼齢者等避難開始」
「避難勧告」 → 「避難勧告」
「避難指⽰」 → 「避難指⽰（緊急）」

にそれぞれ変更となりました。

①情報伝達、避難計画等に関する事項

11

 平成25年６⽉の災害対策基本法の改正により、避難の「指⽰」には屋内での退避等も含まれることになった。
 平成26年４⽉の「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」改訂において、避難勧告等は空振りをおそれ

ず早めに出すことが基本とされ、また、避難勧告等の発令時に外が危険な場合には、屋内安全確保をとることも伝達す
ることとされた。

 河川⽔位の動向に応じて、静岡県や静岡地⽅気象台から「洪⽔予報」を発表している。

課題

避難勧告等の発令基準

＜過去5年間の管内市町における避難勧告等発令状況＞

H26.10.6
熱海市 ⼟砂災害警戒情報の発表 市内全域に避難勧告
伊東市 ⼟砂災害警戒情報の発表 市内全域に避難勧告

H27.9.9
熱海市 ⼟砂災害警戒情報の発表 市内全域に避難準備情報
伊東市 ⼟砂災害警戒情報の発表 宇佐美地区に避難準備情報

H28.8.22
熱海市 ⼟砂災害警戒情報の発表 市内全域に避難準備情報

H29.10.22
熱海市 ⼟砂災害警戒情報の発表 市内全域に避難準備・⾼齢者等避難開始
伊東市 ⼟砂災害警戒情報の発表 市内全域に避難準備・⾼齢者等避難開始

宇佐美、湯川、松原、岡、鎌⽥地区に避難勧告

静岡県

●インターネット等により防災情報を提供しているが、情報の⼊⼿先が分からず、住⺠⾃らが情報を⼊⼿するまでに
⾄っていない懸念がある。(d)

● 提供されている情報の持つ意味が⼗分理解されていない懸念がある。(e)
● ⽔位計や監視カメラが設置されていない河川の情報が⼊⼿できない。(f)

 避難や⽔防活動に役⽴つ⾬量、河川⽔位、気象情報等のリアルタイム情報をホームページで提供
 ⽔位観測所における⽔位状況をライブカメラ情報として配信
 防災⾏政無線、防災情報⼀⻫メールの配信
 熱海市：「エフエム熱海湯河原」へのＪアラート緊急割り込み放送システムを運⽤
 伊東市：平成30年度の導⼊を⽬途に災害時情報伝達システムを更新

12

携帯電話の情報
・気象情報
・⾬量⽔位情報
・ライブカメラ 等々

静岡県⼟⽊防災情報「サイポスレーダー」 「サイポスレーダー」 携帯電話画⾯

⾬量・⽔位情報⼀覧表

※⾬量・⽔位情報のほか、ライブカメラ
画像で河川⽔位を確認できる
（橋脚にある量⽔標と⽔位）

① ⾬量・⽔位情報 ：県内各地の⾬量計・⽔位計のデータをリアルタイム表⽰
② 気象情報 ：⼤⾬注意報や洪⽔警報等の気象注意報・警報を表⽰
③ 防災情報 ：台⾵情報、津波情報、⼟砂災害警戒情報を表⽰
④ ライブカメラ ：県及び国の監視カメラ（河川・海岸・道路）の静⽌画像を表⽰
⑤ ピンポイント天気予報：最⼤42時間先までの詳細な天気予報を市町別に表⽰

「サイポスレーダー」の主要機能

課題

①情報伝達、避難計画等に関する事項
洪⽔時における河川管理者や気象台からの情報提供等の内容
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静岡県

●住⺠に⾃助・共助の⼤切さが⼗分理解されていないことが懸念されるため、防災意識向上に向けた継続的な取組を
⾏うことで、世代間の継承、災害に強い地域⽂化を形成する必要がある。（ｑ）

13

課題

①情報伝達、避難計画等に関する事項
平時からの住⺠等への啓発、防災教育、訓練

防災に関する情報提供

 県では、防災リーダー養成のために「静岡県ふじのくに防災⼠養成講座」を実施
 県危機管理局では、職員が講師として学校や企業等に防災訓練の出前講座を実施
 防災に関する情報や河川⽔位による危険度、避難や⽔防活動の際に注意することなどを分かりやすくまとめたガイドブック

を作成・配布、またHPでも紹介
 市職員等が講師となり、町内会等で訓練内容を計画し、地域で希望する防災訓練（洪⽔や地震・津波等）を実施

出前講座

避 難 訓 練

静岡県

● 重要⽔防箇所や⽔防資機材等の状況を第⼀線で活動する⽔防団・消防団に⼗分理解してもらう必要がある。（ｉ）
● ⽔防団・消防団員の減少や⾼齢化などにより⽔防⼯法の技術伝承に懸念がある。（ｊ）

14

課題

②⽔防に関する事項
⽔防活動の実施体制の確保と⽔防技術の維持向上対策

 県では、洪⽔時に重要⽔防箇所を中⼼に、必要に応じて河川巡視を⾏っている。
 県管理河川の全河川について、出⽔期前に県市職員は河川パトロールを実施し、護岸破損、河床洗掘、

⼟砂堆積状況等の確認を⾏っている。また、指摘箇所を記録し、速やかに⼯事等の対応を図っている。
 平成27年度は、堤防緊急点検として、重要⽔防箇所を中⼼に県市職員、地元消防署、地元住⺠と⼀緒に点検を

実施し、⽔防上危険箇所など危険度の⾼い箇所の情報共有を図っている。

河川パトロール ◆ 「河川パトロール実施要綱」（H22.2 ）
◆ 管内16水系20河川で年１回実施。 緊急点検 ◆ 緊急点検で地元消防署や

住民が参加
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静岡県④河川管理施設の整備に関する事項

15

扇状地・市街地ﾌﾞﾛｯｸ

千歳川

逢初川

糸川

初川

熱海和田川

上多賀大川

熱海宮川

熱海仲川

鍛治川

水神川

烏川

伊東仲川

伊東宮川

北川

小沢川

寺田川 本郷川

泉川

伊東大川

草崎川

伊東市

熱海市

①

②

○ 熱海⼟⽊管内の河川整備率80.9％
（県平均53.5％ Ｈ28年度末）

○ 豪⾬災害等緊急対策事業により
烏川中流域を整備中

● 近年、激化する気象状況（集中豪⾬や台⾵の⼤型化など）からも、流域の治⽔安全度は⼗分ではない。(ａ）

課題

堤防等河川管理施設の整備状況

番号 河川名 河川整備基本⽅針 河川整備計画
⽷川
初川
熱海和⽥川
烏川
伊東仲川
伊東宮川

Ｈ20 Ｈ232

1 Ｈ28 策定中

静岡県

⽬標１ ⽔害リスク情報等の共有による確実な避難の確保

■要配慮者施設における確実な避難に向けた取組

■確実な避難勧告の発令に向けた取組

■⽔害リスク情報等の共有に向けた取組

■避難⾏動を促す取組

課題と取組の関係整理

⽬標２ 洪⽔氾濫による被害軽減のための⽔防活動・排⽔活動等の取組

■地域での⽔防活動の継続的な実施に向けた取組

■氾濫⽔を迅速に排⽔するための取組

■流域の市と河川管理者が⼀体となった総合的な治⽔対策の推進

■河川における機能の確保

16

近年、激化する気象状況（集中豪⾬や台⾵の⼤型化など）からも、流域の治⽔安全度は⼗分でない

No 課題

a 近年、激化する気象状況（集中豪⾬や台⾵の⼤型化など）からも、流域の治⽔安全度は⼗分ではない。

b 避難勧告等発令の判断やタイミングが難しいため、⾸⻑の意思決定を後押しする河川管理者の⽀援が必要である。

c 要配慮者の避難に課題がある。（要配慮者利⽤施設の避難確保計画の作成率及び避難訓練の実施率が低い。）

d
インターネット等により防災情報を提供しているが、情報の⼊⼿先が分からず、住⺠⾃らが情報を⼊⼿するまでに
⾄っていない懸念がある。

e 提供されている情報の持つ意味が⼗分理解されていない懸念がある。

f ⽔位計や監視カメラが設置されていない河川の情報が⼊⼿できない。

g 洪⽔時の防災情報の持つ意味や防災情報を受けた時の対応について、⾏政や住⺠が⼗分理解しておく必要がある。

h 最⼤クラスの洪⽔を対象とした洪⽔浸⽔想定区域図、ハザードマップが未策定である。

i 重要⽔防箇所や⽔防資機材等の状況を第⼀線で活動する⽔防団・消防団に⼗分理解してもらう必要がある。

j ⽔防団・消防団員の減少や⾼齢化などにより⽔防⼯法の技術伝承に懸念がある。

k 洪⽔浸⽔想定区域図等が洪⽔に対するリスクとして認識されていないことが懸念される。

l
計画規模を超える⼤規模氾濫による避難者数の増加や避難場所、避難経路が浸⽔する場合に住⺠避難が適切に
⾏えないことが懸念される。

m ⼤⾬や暴⾵により防災⾏政無線が聞き取りにくい可能性がある。

n メール配信による情報提供を⾏っているが、⼀部の利⽤にとどまっている。

o
情報伝達された際の各⾏政機関が、どのような⾏動を取るべきか⼗分理解されていないことが懸念される。(タイムライン等の取組
が必要)

p 複数個所や⼤規模な⽔防対応が必要となった場合に資機材の不⾜が懸念される。

q
住⺠に⾃助・共助の⼤切さが⼗分理解されていないことが懸念されるため、防災意識向上に向けた継続的な取組を⾏うことで、世
代間の継承、災害に強い地域⽂化を形成する必要がある。

ｒ ⼤規模浸⽔時の迅速な排⽔活動について、国の排⽔計画を参考に検討が必要である



2018/3/26

9

静岡県５ 減災のための⽬標

17

【５年間で達成すべき⽬標】

上記⽬標の達成に向け、以下の取組を実施する。

取組（1）
・⽔害リスク情報等の共有による確実な避難の確保のための取組

①逃げ遅れによる⼈的被害をなくすこと
⽔害リスク情報等を共有することにより、流域全体で防災意識の向上を図り、
要配慮者利⽤施設等を含めて命を守るための確実な避難を実現すること

②氾濫発⽣後の社会機能を早期に回復すること
⽔害による社会経済被害を軽減し、氾濫が発⽣した場合でも早期に社会経済活動を再開で
きる状態に回復すること

取組（2）
・洪⽔氾濫による被害軽減のための⽔防活動・排⽔活動等の取組

６ 概ね５年間で実施する取組

18
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静岡県①「逃げ遅れゼロ」を達成するための取組

（1）-1 要配慮者利用施設における
確実な避難に向けた取組

・要配慮者利用施設の管理者等を対象とした防
災情報等の提供

・確実な避難体制の確保のための避難確保計画
の作成、避難確保計画に基づく避難訓練の実
施の促進

（1）-2 確実な避難勧告の発令に向けた取組

・避難勧告等の発令を想定した訓練の実施及び
発令基準の点検

・ホットライン体制の構築
・ホットラインや洪水対応演習などの情報伝達
訓練の充実

（1）-3 水害リスク情報等の共有に向けた取組
・最大クラスの洪水を対象とした洪水浸水想定
区域図への見直し

・洪水浸水想定区域図の見直しに伴う洪水ハ
ザードマップの改良と周知

・タイムラインの導入の推進
・水位周知河川の拡大の検討
・水害リスク情報の収集、周知方策の充実
・水位計・河川監視カメラの増設の検討

（1）-4 避難行動を促す取組
・雨量や水位に係るリアルタイム情報の提供
・出前講座等を活用した住民向けの防災情報の
説明会・訓練の充実

・県から市町への情報収集要員（リエゾン）の
派遣の検討

・避難勧告等発令の判断、伝達マニュアルの検
証及び情報共有

19

取組（1）
・⽔害リスク情報等の共有による確実な避難の確保のための取組

静岡県

20

（1）-1 要配慮者利⽤施設における確実な避難に向けた取組

内容 ⽬標時期 主な取組機関
要配慮者利⽤施設の管理者等を対象とした防災情報
等の提供 引き続き実施 静岡県・国

主な内容
・県市が開催する要配慮者利⽤施設の管理者向け研修会等において、関係者への制度周知や情報提供を実施す
ることにより、避難確保計画の早期策定を⽀援する。

平成28年度（県主催）
要配慮者利用施設の管理者向け説明会

H29.2.14 東部会場（沼津市民文化ｾﾝﾀｰ）
H29.2.15 西部会場（ｱｸﾄｼﾃｨ―浜松）
H29.2.23 中部会場（静岡市民文化会館）
H29.3.16 賀茂会場（下田総合庁舎）

事例 平成29年度（藤枝市主催）
要配慮者利用施設の管理者向け避難確保計画作成研修会

国土交通省中部地方整備局
気象庁静岡地方気象台

県危機管理部
県健康福祉部
県交通基盤部
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静岡県（1）-2 確実な避難勧告の発令に向けた取組

内容 ⽬標時期 主な取組機関
ホットライン体制の構築 平成29年度 静岡県・各市
ホットラインや洪⽔対応演習などの情報伝達訓練の
充実 引き続き実施 静岡県・各市・国

21

主な内容
・毎年実施する情報伝達訓練等においてホットライン体制を相互に確認する。

伊東市 小野市長熱海土木 植松所長

洪⽔対応演習（H29.6.27）ホットライン訓練の様⼦
○⽔位周知河川 伊東⼤川
・岡橋⽔位観測所（伊東市桜⽊町）
・14時30分氾濫危険⽔位（6.10ｍ）到達

静岡県

22

（1）-3 ⽔害リスク情報等の共有に向けた取組
（ア）洪⽔予報河川、⽔位周知河川における取組

内容 ⽬標時期 主な取組機関
最⼤クラスの洪⽔を対象とした洪⽔浸⽔想定区域図へ
の⾒直しの推進と周知 平成30年度まで 静岡県

河川名 浸水区域図作成
想定最大規模

伊東大川 平成30年度中

主な内容
・平成27年7⽉⽔防法改正に基づき想定最⼤規模の降⾬に対する洪⽔浸⽔想定区域図を作成し公表する。

洪⽔浸⽔想定区域図（想定最⼤規模）の例

※洪⽔浸⽔想定区域図は、利便性向上のため
静岡県GISへも登載

【太⽥川(静岡県ＧＩＳ)】洪⽔浸⽔想定区域図(想定最⼤規模)
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静岡県

23

（イ）その他の河川(区間）における取組
内容 ⽬標時期 主な取組機関

⽔位周知河川の拡⼤の検討 平成29年度
から順次実施 静岡県

（1）-3 ⽔害リスク情報等の共有に向けた取組

◆⽔害危険性の周知河川等の選定フロー（県の考え⽅）
⽔防法指定河川に未指定の河川（473河川）の内、洪⽔により相当な被害を⽣じる河川

優先度Ａ
・流域⾯積概ね20ｋｍ2以上かつ洪⽔到達時間１時間以上
・氾濫区域内⼈⼝3,000⼈以上⼜は近年に床上浸⽔の実績がある

優先度Ｂ
・災害拠点等（役場、災害拠点病院）の所在地に係る河川

YES（32河川）

⽔位周知河川候補
選定条件 ： 危険⽔位の設定が可能な河川（洪⽔到達時間１時間以上）

⽔位周知河川：26河川（法指定検討） ⽔害危険性の周知河川：６河川

水位計有：３河川
宇久須川、戸沢川、沖之川

水位計無：３河川 （危機管理型水位計設置候補）
稲取大川、糸川、向田川

YES ＮＯ

静岡県

24

（イ）その他の河川(区間）における取組
内容 ⽬標時期 主な取組機関

⽔位計、河川監視カメラの増設の検討 平成29年度
から順次実施 静岡県・各市

(1)-3  ⽔害リスク情報等の共有に向けた取組

◆危機管理型⽔位計のイメージ図及び観測イメージ図

新たな⽔位計イメージ図 新たな⽔位計の観測イメージ図

◆危機管理型⽔位計の設置検討河川の選定フロー（県の考え⽅）
⽔位計が未整備の河川の内、洪⽔予報・⽔位周知河川に未指定の河川

・市町・病院等の重要施設
・重要⽔防箇所Ａ
・重要⽔防箇所Ｂ
・過去10年浸⽔実績 の所在地に係る河川

選
定
条
件

YES（105河川）
危機管理型⽔位計の設置検討河川：105河川

◆熱海・伊東地域における選定河川
熱海・伊東地域：10河川
市町拠点：2河川
⽷川、⽔神川
重要⽔防箇所Ａ：4河川
逢初川、千歳川、寺⽥川、本郷川
重要⽔防箇所Ｂ：2河川
熱海和⽥川、初川
過去10年の浸⽔実績：2河川
伊東仲川、烏川
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静岡県
（イ）その他河川(区間）における取組

内容 ⽬標時期 主な取組機関

⽔位計、河川監視カメラの増設の検討 平成29年度
から順次実施 静岡県、各市

(1)-3 ⽔害リスク情報等の共有に向けた取組

危機管理型⽔位計
設置河川

10河川
・千歳川、逢初川、⽷川、
初川、 熱海和⽥川、
⽔神川

・烏川、伊東仲川、寺⽥川、
本郷川

千歳川

逢初川

糸川

初川

熱海和田川

上多賀大川

熱海宮川

熱海仲川

鍛治川

水神川

熱海市

烏川

伊東仲川

伊東宮川

北川

小沢川

寺田川 本郷川

泉川

伊東大川

水位周知河川・区域

伊東市

監視カメラ
水位観測所

水害危険性の周知河川
（危機管理型水位計設置候補）

⽔害危険性を周知する河川に危機管理
型⽔位計を順次設置し、必要に応じ監
視カメラの設置を検討する。

⽔位計設置済河川
1河川

伊東⼤川

監視カメラ設置済河川
4河川

・烏川、伊東仲川、
伊東宮川、伊東⼤川

25

静岡県

内容 ⽬標時期 主な取組機関

⾬量や⽔位に係るリアルタイム情報の提供 引き続き実施 静岡県・各市町・沼津河川
事務所・静岡地⽅気象台

危険度を色分けした時系列

(1)-4  避難⾏動を促す取組

主な内容
・避難や⽔防活動に役⽴つ⾬量、河川⽔位、気象情報等のリアルタイム情報をホームページ等で提供する。

気象台 情報の⾒える化

（防災対応への活⽤を期待）

「サイポスレーダー」 携帯電話画⾯

26

洪水警報の危険度分布

流域雨量指数の予測値
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静岡県(1)-4  避難⾏動を促す取組

内容 ⽬標時期 主な取組機関
出前講座等を活⽤した住⺠向けの防災情報の説明
会・訓練の充実 引き続き実施 静岡県・各市町・国

主な内容
・地域における出前講座等への講師の派遣と、⼩中⾼等学校で実施される⽔防災教育を推進する。

熱海高校における事例（Ｈ28.12.2） 伊東高校における事例（Ｈ29.7.19）

27

静岡県

(2)-1 地域での水防活動の継続的な実施に
向けた取組

・水防訓練や水防演習等の実施による水防団
等との連携

・橋脚や護岸等への量水標の設置等による円滑
な水防活動への支援

・水防活動や緊急復旧活動に活用する資材の充
実の検討

・県から市町への情報収集要員（リエゾン）の
派遣の検討

(2)-2 氾濫水を迅速に排水するための取組

・国、各自治体が所有する排水ポンプ車等を活
用した排水訓練等の実施

・地域が有するポンプ等（消防や建設会社）の
活用に向けた情報の整理と共有

(2)-3 流域の市町と河川管理者が一体となった
総合的な治水対策の推進

・河川整備計画等に基づく治水対策の着実な
実施

(2)-4 河川における機能の確保

・河川内の堆積土砂撤去や樹木伐採等による流
下能力の保全

・施設の確実な点検、巡視の促進、運用体制の
確保

②「社会機能の早期回復」を達成するための取組

取組（2）
・洪⽔氾濫による被害軽減のための⽔防活動・排⽔活動等の取組

28
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静岡県

29

(2)-1 地域での⽔防活動の継続的な実施に向けた取組

内容 ⽬標時期 主な取組機関
⽔防訓練や⽔防演習等の実施による⽔防団等との連
携 引き続き実施 静岡県・各市・国

主な内容
・関係機関は⽔防団等と合同で重要⽔防箇所等の巡視及び点検を実施するとともに、⽔防演習や⽔防訓練に積極
的に参加する。

平成29年9月１日
伊東市 ドローンを活用した防災訓練

伊東市水防訓練の状況

これまで困難であった被害状況
の確認にドローンを活用

静岡県

Co
床固ブロック

As

Co

As

TH= 9.983TH= 9.954

1:0.50

1:
0.
50

▽HWL

0
.
6
0

計画河床高

護岸嵩上げ

根継工(腰掛型)

1.00程度 1.00

▽余裕高

転落防止柵撤去・再設置

根継工(一法型)

覆土(埋戻し)

根固めブロック

(2)-3 流域の市町と河川管理者が⼀体となった総合的な
治⽔対策の推進

内容 ⽬標時期 主な取組機関
河川整備計画等に基づく治⽔対策の着実な実施 引き続き実施 静岡県

（二）烏川 豪雨対策緊急整備事業（河川）

主な事業実施箇所

主な内容
・河道拡幅等の河川改修を計画的かつ着実に実施する
・県と市は、災害発⽣時に迅速な施設の復旧を図る。

出水状況

整備区間
L=200m

河川整備計画改修区間 L=900m

整備済
L=450m

浸水区域 4ha

この区間の河床掘削を図り、
両岸住宅地に対する治水安
全度を向上させる。

平常時

至 下田

至 熱海

至 大仁

流下能力を 43m3 → 100m3 へ向上

H16年10月台風22号浸水状況
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静岡県７ フォローアップ

各構成機関の取組については、必要に応じて、防災業務計画
や地域防災計画、河川整備計画等に反映することなどによって
責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組むこととする。

原則として、毎年出⽔期前に構成機関が⼀堂に会し、取組の
進捗状況を確認し、必要に応じて取組⽅針を⾒直すこととする。
また、実施した取組についても訓練等を通じて習熟、改善を図

る等、継続的なフォローアップを⾏うこととする。

今後、全国で作成される他の取組⽅針の内容や技術開発の
動向等を収集したうえで、必要に応じて取組⽅針を⾒直すことと
する。
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